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告 示■

◎群馬県告示第２１０号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

令和３年７月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の種類 路線名 区 間

県道 平塚境停車場線 伊勢崎市境米岡字新屋敷３２９番の２地先から同市境東字町並２１
５番の２地先までの上下線

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年７月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１６１４－３ 埼玉県深谷市稲荷１丁目４番３３号
栗原尚男

２ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字本郷１５５－１ 栃木県足利市堀込町１９８７番地２ アルチザ
ン１０２
浦野航

３ 佐波郡玉村町大字角渕字宅地２１６５－５、２１６ 佐波郡玉村町大字角渕２１６５番地
５－４ 茂木みさお

４ 佐波郡玉村町大字角渕字天神５０７１－１０ 佐波郡玉村町大字角渕４３５７－２１ 稲荷サ
ンハイツＦ棟
内田亮佑、内田千夏

５ 佐波郡玉村町大字上茂木７４７－３ 佐波郡玉村町下茂木８５７－１ アルペンＳ２
０１号室
小林良典、小林理恵

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年７月１３日

群馬県知事 山 本 一 太
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番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字下中森字駒ケ渕５１７－１、５ 前橋市大手町一丁目１番１号
１７－２、５１８、５１９－１、５１９－２、５２ 群馬県企業管理者 中島啓介
０、５２１、５２２、５２３－１、５２３－２、５
２４、５２５－１、５２５－２、５２６－１、５２
６－２、５２７－１、５２７－２、５２８－１、５
２８－２、５２９、５３０－１、５３０－２、５３
１、５３２－１、５３２－２、５３３、５５２－
１、５５２－２、５５２－３、５５３－１、５５３
－２、５５４、５５５－１、５５５－２、５５６、
５５７、５５８－１、５５８－２、５５９－１、５
５９－２、５６０、５６１、５６２－１、５６２－
２、５６３、５６４、５６５－１、５６５－２、５
６６－１、５６６－２、５６７、５６８－１、５６
８－２、５６８－３、５６９－１、５６９－２、５
７０、５７１－１、５７１－２、５７１－３、５７
１－４、５７１－５、５７１－６、５７１－７、５
７２－１、５７２－２、５７３－１、５７３－２、
５７４－１、５７４－２、５７４－３、５７４－
４、５７５－１、５７５－２、５７６－１、５７６
－２、５７６－３、５７６－４、５７６－５、５７
７－１、５７７－２、５７８－１、５７８－２、５
７８－３、５７８－４、５７９－１、５７９－２、
５７９－３、５７９－４、５８０－１、５８０－
２、５８０－３、５８０－４、５８１－１、５８１
－２、５８２－１、５８２－２、５８３－１、５８
３－２、５８４－１、５８４－２、５８５、５８
６、５８７、５８８、８１９－１、８１９－２、８
１９－３、８１９－４、８１９－５、８２０－１、
８２０－２、８２０－３、８２１－１、８２１－
２、８２１－３、８２２－１、８２２－２、８２２
－３、８２２－４、８２３－１、８２３－２、８２
３－３、８２３－４、８２３－５、８２３－６、８
２３－７、８２３－８、８２３－９、８２３－１
０、８２４－１、８２４－２、８２５－１、８２５
－２、８２５－３、８２５－４、８２６－１、８２
６－２、８２７－１、８２７－２、８２８、８２
９、８３０－１、８３０－２、８３１、８３２、８
５２－１、８５２－２、８５２－３、８５２－４、
８５２－５、８５２－６、８５２－７、８５２－
８、８５３－１、８５３－２、８５３－３、８５４
－１、８５４－２、８５５－１、８５５－２、８５
６－１、８５６－２、８５７－１、８５７－２、５
１４－２地先水路の一部、５２３－１地先水路、５
２３－２地先水路、５２４地先水路の一部、５４３
地先水路の一部、５３４－２地先水路、５４８地先
水路、５６５－１地先水路、５６５－２地先水路、
５７６－５地先道、５７７－１地先水路、８２３－
２地先水路、８２３－７地先水路、８２６－１地先
水路、８５６－１地先道の一部、字谷端８１３－２
地先水路、字壱丁面３６７－１地先水路の一部

入札公告■
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次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和３年７月１３日

群馬県立ぐんま学園長 菊 地 常 仁

１ 調達内容

(1) 調達件名 群馬県立ぐんま学園調理業務委託

(2) 調達件名の仕様書等 入札説明書による。

(3) 履行期間 令和３年１０月１日から令和６年９月３０日まで

(4) 履行場所 群馬県立ぐんま学園

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和２・３年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和３年７月２６日（月）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年８月１２

日（木）午後５時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立ぐんま学園総務企画係へその旨連絡すること。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係者がいないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 過去５年以内に、児童自立支援施設、児童相談所一時保護所、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連

携型認定こども園、児童養護施設、児童心理治療施設（旧情緒障害児短期治療施設）、幼稚園、小学校、中学

校、中等教育学校、特別支援学校又は病院において給食調理業務を１年以上誠実に履行した実績又はこれと同

等のものがあること。

(9) 過去３年間において、食中毒を起こしたことがないこと。

(10)日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。
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３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－００４６ 群馬

県前橋市川原町８２６ 群馬県立ぐんま学園総務企画係 電話０２７－２３１－２５５４

(2) 入札説明書の交付方法 原則として群馬県ホームページからのダウンロードによること。なお、群馬県ホー

ムページからの取得が困難な場合等にあっては、事前連絡のうえ、上記(1)の場所で交付を受けること。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和３年８月１７日（火）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 令和３年８月１２日（木）午後５時まで（受付日及び受付時間は、群馬県の休日を

定める条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「ぐんま学園調理業務委託の入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和３年８月２４日（火）午後２時 群馬県立ぐんま学園食堂ホール（郵送

による場合は、書留郵便とし、同月２３日（月）午後３時までに上記(1)の場所に群馬県立ぐんま学園長宛て

親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「ぐんま学園調理業務委託入札書在中」と朱書きすること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement from the procuring entity: KIKUCHI Tsunehito, Principal of

Gunma Gakuen

(2) Nature and quantity of the services to be procured: Prepared food service for dormitories of

Gunma Gakuen

(3) Fulfillment period: From October 1, 2021 to September 30, 2024

(4) Fulfillment place: Gunma Gakuen Youth Support and Development Facility

(5) Procedure for obtaining tender documents: Download from the Gunma Prefecture official website.

If problems arise with the download, tender documents may be obtained at the location specified
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below in item (8) upon request in advance of bidding.

(6) Submission deadline for application forms and associated documents regarding bidding

qualifications: Thursday, August 12, 2021 at 5:00 p.m.

(7) Bidding deadline: Tuesday, August 24, 2021 at 2:00 p.m.(bidding by registered mail must be

received by Monday, August 23, 2021 at 3:00 p.m.)

(8) For further details, please contact: Gunma Gakuen, General Affairs and Planning Section, 826,

Kawahara-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-0046, Japan, TEL 027-231-2554(Japanese language

only)

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


